
号

外�十三
令

和

二

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規

則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例(

令
和
元
年
岐
阜
県

条
例
第
一
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

(

報
酬
の
基
本
額)

第
二
条

月
額
で
定
め
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
基
礎
号
給
の
額
に
三
十
八
・
七
五
分
の
二
十
九
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

２

時
間
額
で
定
め
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
基
礎
号
給
の
額
に
三
十
八
・
七
五
分
の
二
十
九
を
乗
じ
て

得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
、

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
五
号
。
以
下｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
二
条
に
規
定
す
る
時
間
を
減
じ
た
も
の
で
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。

(

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
基
礎
号
給)

第
三
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
基
礎
号
給
は
、
別
表
に
掲
げ
る
当
該
会
計
年
度

任
用
職
員
が
従
事
す
る
業
務
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
号
給
と
す
る
。

２

別
表
に
掲
げ
る
業
務(
施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
か
ら
四
の
部
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
限
る
。)

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
四
月
一
日



施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
三
の
項
に

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
二
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
一
の
項
に

掲
げ
る
業
務

業

務

の

種

別

高
校
卒

高
校
卒

高
校
卒
学

歴

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の

技
能
規
則
別
表
第
一
一
級
の
二
十
一
号

給 岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時

間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
十
四

号
。
以
下

｢

技
能
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
一
級
の
十
二
号
給

基

礎

号

給

の
種
別
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
学
歴
を
超
え
る
学
歴
又
は
経
験
年
数(

会
計
年
度
任
用
職

員
が
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数(

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
年
数
に
換
算
さ
れ
た
年
数
を
含
む
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

の
基
礎
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
及
び
第
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
者
の
基
礎
号
給
を
前
項
に
規
定
す
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

学
歴
に
よ
る
基
礎
号
給
の
調
整)

第
四
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
に
掲
げ
る

学
歴
に
対
応
す
る
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
三
号
。
以
下｢

初
任
給
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
五
学
歴
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
学
歴

の
区
分
に
加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
を
有
す
る
者
に
対
す
る
別
表
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
同
表
の
基
礎
号
給
の
欄
に
掲
げ
る
号
給
の
号
数
に
そ
の

加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数
の
数
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
減
し
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号

給
を
も
っ
て
、
同
欄
の
号
給
と
す
る
。

(

経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
基
礎
号
給)

第
五
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る

経
験
年
数
を
有
す
る
も
の
の
基
礎
号
給
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
号
給(

前
条
の
規
定

に
よ
る
調
整
後
の
号
給
を
含
む
。)

の
号
数
に
、
当
該
経
験
年
数
の
月
数
を
十
二
月(

そ
の
者
の
経

験
年
数
の
う
ち
五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
の
月
数
に
あ
っ
て
は
、
十
八
月)
で
除
し
て
得
た
数(

一

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数)

に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

を
号
数
と
す
る
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
験
年
数
の
月
数
が
十

二
月
又
は
十
八
月
に
満
た
な
い
端
数
の
月
数
を
生
ず
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
号
給
の
数
に
十
二
月

で
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
経
験
年
数
の
う
ち
十
二
月
に
満
た
な
い
端
数
の
月
数
と
十
八
月
で
除

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
経
験
年
数
の
う
ち
十
八
月
に
満
た
な
い
端
数
の
月
数
に
三
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
月
数(

一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
月
数)

と
を
合
算
し
た
月
数

に
相
当
す
る
月
数
を
三
月
で
除
し
て
得
た
数(

一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
数)

に
相
当
す
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
か
ら
四
の
部
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
者

そ
の
者
の
学

歴(

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
学
歴)

を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数

二

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
者

そ
の
者
の
業
務
に
必
要
な
免
許

そ
の
他
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数

２

前
項
各
号
に
定
め
る
学
歴
又
は
免
許
そ
の
他
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員

の
経
歴
の
う
ち
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
以
外
の
年
数
に
つ
い

て
は
、
初
任
給
規
則
別
表
第
四
に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
の
例
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し

て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
数
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
下
回
る
業
務
に

従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
に
そ
の
業
務
の
一
週
間
の
勤
務
時
間
数
を
三
十
八
・
七
五

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

経
験
年
数
の
計
算
の
特
例)

第
六
条

施
行
規
則
別
表
第
一
三
の
部
及
び
五
の
部
五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事

す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
経
験
年
数
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
職
の
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

特
殊
の
技
術
等
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
場
合
の
基
礎
号
給)

第
七
条

特
殊
の
技
術
、
経
験
等
を
有
す
る
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
礎
号
給
の

決
定
に
つ
い
て
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前

二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
技
術
、
経
験
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表(

第
三
条
、
第
四
条
関
係)

職
別
号
給
基
準
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )２



施
行
規
則
別
表
第
一
三
の
部
三
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
三
の
部
二
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
三
の
部
一
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
二
の
部
四
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
二
の
部
三
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
二
の
部
二
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
二
の
部
一
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
十
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
九
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
八
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
七
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
六
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
五
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
四
の
項
に

掲
げ
る
業
務

掲
げ
る
業
務

修
士
課
程

修
了

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

高
校
卒

大
学
卒

短
大
卒

短
大
卒

高
校
卒

高
校
卒

高
校
卒

高
校
卒

給
与
条
例
別
表
第
三
教
育
職
給
料
表
一�

の
一
級
の
四
十
号
給

給
与
条
例
別
表
第
三
教
育
職
給
料
表
一�

の
一
級
の
二
十
八
号
給

給
与
条
例
別
表
第
三
教
育
職
給
料
表
二�

の
一
級
の
五
号
給

給
与
条
例
別
表
第
二
公
安
職
給
料
表
の

一
級
の
三
十
一
号
給

給
与
条
例
別
表
第
二
公
安
職
給
料
表
の

一
級
の
二
十
一
号
給

給
与
条
例
別
表
第
二
公
安
職
給
料
表
の

一
級
の
八
号
給

給
与
条
例
別
表
第
二
公
安
職
給
料
表
の

一
級
の
一
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

二
級
の
十
二
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

二
級
の
三
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

一
級
の
三
十
五
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

一
級
の
二
十
三
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

一
級
の
十
八
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

一
級
の
十
二
号
給

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の

一
級
の
八
号
給

他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和

三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号
。

以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

別
表

第
一
行
政
職
給
料
表
の
一
級
の
五
号
給

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
七
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
六
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
五
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
四
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
三
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
二
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
五
の
部
一
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
四
の
部
二
の
項
に

掲
げ
る
業
務

施
行
規
則
別
表
第
一
四
の
部
一
の
項
に

掲
げ
る
業
務

大
学
卒

高
校
卒

大
学
六
卒

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
三�

の
二
級
の
三
十
三
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
三�

の
二
級
の
二
十
七
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
三�

の
二
級
の
十
四
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
二�

の
二
級
の
三
十
三
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
二�

の
二
級
の
二
十
七
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
二�

の
二
級
の
八
号
給

給
与
条
例
別
表
第
五
医
療
職
給
料
表
二�

の
一
級
の
二
十
五
号
給

給
与
条
例
別
表
第
四
研
究
職
給
料
表
の

二
級
の
三
号
給

給
与
条
例
別
表
第
四
研
究
職
給
料
表
の

一
級
の
一
号
給

備
考

こ
の
表
に
お
け
る｢

高
校
卒｣

、｢

短
大
卒｣

、｢

大
学
卒｣

、｢

修
士
課
程
修
了｣

及
び｢

大
学

六
卒｣

の
意
義
は
、
初
任
給
規
則
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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令
和
二
年
四
月
一
日
発
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


